
奈
良
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
除
却
し
た

工
作
物
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
保
管
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

保
管
し
た
工
作
物
の
名
称
又
は
種
類

石
像
頭
部

二

保
管
し
た
工
作
物
の
形
状

白
色
大
理
石
製

高
さ

四
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

幅

二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

三

保
管
し
た
工
作
物
の
数
量

一
個

四

保
管
し
た
工
作
物
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所

高
市
郡
明
日
香
村
大
字
稲
渕
六
九
八
番
先

一
級
河
川
飛
鳥
川
河
川
敷

五

保
管
し
た
工
作
物
を
除
却
し
た
日
時

平
成
二
十
七
年
二
月
二
日
午
前
八
時
五
十
五
分

六

保
管
を
始
め
た
日
時

平
成
二
十
七
年
二
月
二
日
午
前
九
時
十
分

七

保
管
の
場
所

橿
原
市
常
盤
町
六
〇
五
番
地
の
五

奈
良
県
中
和
土
木
事
務
所

八

保
管
し
た
工
作
物
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続

奈
良
県
中
和
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
当
該
工
作
物
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
、
占
有
者
そ

の
他
当
該
工
作
物
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
提
示
す
る
こ
と
。

九

本
件
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
及
び
関
係
図
書
の
閲
覧
場
所

橿
原
市
常
盤
町
六
〇
五
番
地
の
五

奈
良
県
中
和
土
木
事
務
所
管
理
課
管
理
係
（
電
話
〇
七
四
四
ー
四
八
ー
三
〇
七
三
）
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